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第１２章  こども子育て部 
 

 

（１）第2期松江市子ども・子育て支援事業計画の推進  

社会全体が、すべての子どもの幸せな育ちと子育てを支援し、保護者が喜びを感じながら子育てができ、子ども

の笑顔があふれる松江市を目指し、子ども・子育て支援を総合的に推進する。    

（２）就学前教育推進事業  

松江市ならではの就学前教育の推進策を検討し、広く市民の参画を得ながら、家庭や地域も含む就学前教育

の充実を図るため、「松江らしい幼児教育の推進検討委員会」から提案された具体策を実施していく。 

（３）市立幼稚（保）園、認可保育所等に対する保育指導、職員研修事業  

   就学前教育の質の向上を図るため、訪問指導、各種研修における指導助言、幼保職員研修会の開催、子ども

の発達とメディア対策事業等を行う。 

（４）こども家庭センター設置による切れ目のない支援 

①子育て世代包括支援センター事業 

妊娠・出産・子育てに関する相談支援や情報提供、保健指導等を通して妊娠期から切れ目ない支援を行う。 

②子ども家庭総合支援拠点 

相談対応や関係機関との連携等により、児童虐待の早期発見や要保護児童への支援等を行う。 

③地域子育て支援拠点事業 

常設の拠点施設を開設し、子育て家庭の親とその子ども（おおむね3歳未満）を対象として親子の交流の場の

提供、子育て支援に関する講習等の事業を実施する。 

④産前・産後ケア推進事業 

  妊娠期の過ごし方等を学ぶ「プレパパ・プレママ教室」、産後1年未満の母と子どもに対し体調管理や育児相

談、心と体の休養の場を提供する「産後ケア事業」、多胎家庭へサポーターが訪問し育児や家事援助・外出

補助を行う「多胎児養育家庭サポート事業」を実施する。 

（５）子ども医療費助成  

   子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子どもの疾病の早期発見、早期治療を促進し、もって子どもの健全な

育成及び安心して子どもを産み育てることが出来る環境づくりの推進を図る。 

（６）まつえの子育て AI コンシェルジュ事業 

   子育て世代に幅広く普及しているソーシャルメディアである LINE を活用して、AI が即時回答することで、子育て

に関する疑問や悩みを24時間いつでも相談できる環境を提供する。 

（７）フッ化物洗口事業    

   虫歯予防の一層の推進を目的とし、全公立幼稚園、公立幼保園、公立保育所においてフッ化物洗口事業を行

う。 

（８）不妊治療費助成   

  ①一般不妊治療費助成 

 保険適用の不妊治療および人工授精について、治療者の経済的負担を軽減するため、本人負担分の一部を助

成する。 

②生殖補助医療費助成  

医療保険適用外の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)や、保険適用の生殖補助医療とあわせて先進医療を実
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施した場合について、治療費の一部を助成する。 

（９）こんにちは赤ちゃん訪問事業・養育支援訪問事業  

   生後４か月までの乳児のいる全家庭を保健師・助産師が訪問する。また継続支援が必要な家庭には保健師等の

訪問やヘルパー派遣により育児支援及び見守りを行う。 

（10）５歳児健診事業 

   年度内に５歳になる幼児を対象に、就学にむけ障がい等の早期発見、早期支援や、子育てに関する困り感への

支援を目的に、発達・教育相談支援センター、保育所、幼稚園等と連携して行う。 

 

（11）若い子育て世帯等の保育料軽減事業   

   若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図るため、認可保育所又は認定こども園に入所している０～２歳児ク

ラスの子どもについて、幼児教育・保育の無償化の対象とならない保育料の軽減を行うとともに、生計を一にする兄

姉が２人以上いる場合は、保育料を無償化する。 

（12）多子世帯の認可外保育施設保育料軽減事業 

   認可外保育施設を利用している０～２歳児クラスの子どもについて、保育を必要とする事由を有する場合で、生

計を一にする兄姉が２人以上いるときは、一定の範囲内で保育料の補助を行う。 

（13）病児保育事業  

   病気療養中又は病気回復期の児童を預かる保育施設を設置し、子育て家庭の支援を行う。令和４年５月から導

入している病児保育支援システムにより、市民の育児と仕事の両立支援を推進する。 

（14）ひとり親家庭支援のための夜間保育事業運営費補助金 

   ひとり親家庭の児童を預かり、夜間保育を実施する認可外保育施設の事業運営費の一部を補助する。 

（15）私立幼稚園交流活動等事業費補助金 

   私立幼稚園が行う地域や世代間交流事業等に補助を行う。 

（16）子育て短期支援事業 

   保護者の病気や出張などのため、家庭での児童の養育が一時的に困難となった場合、短期間子どもを預かる

「ショートステイ事業」、夜間に子どもを預かる「トワイライトステイ事業」を行う。 

（17）保育所施設整備費補助金 

施設の老朽化対策及び保育環境充実を図るため、私立認可保育所等の施設整備に対し補助金を交付する。  

（18）子育て情報発信強化事業 

   子育てに関する情報を市民に分かりやすく発信し、支援策等の浸透を図る。令和４年度に開催した市民によるア

ドバイザー会議の意見を参考にし、子育て情報発信策の強化を図る。 

（19）子育ての日イベント事業 

    市全体で子育てを応援する機運の醸成、子育て支援施策の認知度の向上を図るため、親子で楽しめるイベント

の開催や及び子育てを応援する機運を醸成するキャンペーンを実施する。 

（20）保育料スマート決裁 

   5月1日より利用できるスマートフォン決済を追加し、引き続きコンビニエンスストアやスマートフォン決済での保育

料の支払いを可能とし、市民の利便性を向上する。 

（21）保育所入所管理業務改善委託事業 

   保育所入所業務の業務フローを見直し、業務を最適化する業務改善を行い、将来的に事務を削減するとともに、

窓口対応など相談体制を強化し、市民サービスの向上を図る。 
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（１）合計特殊出生率の推移（15～49歳の１人の女性が生涯生む平均出生率）                  （単位：人） 

区 分 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 

全 国 1.41 1.43 1.42 1.46 1.44 1.43 1.42 1.36 1.33 1.30 

島根県 1.68 1.65 1.66 1.80 1.75 1.72 1.74 1.68 1.60 1.62 

松江市 1.61 1.58 1.58 1.72 1.60 1.55 1.56 1.55 1.53 1.54 

出生数 1,853 1,792 1,765 1,864 1,705 1,630 1,589 1,545 1,492 1,473 
                  

（２）認可保育所等の入所児童数 （令和５年４月１日現在）                             （単位：人） 

区    分 保育所数 定  員 
入所児童数 

０歳児 １～２歳 ３歳以上 計 

公    立 16 1,320 61 412 446 919 

 
直    営 11 920 59 349 337 742 

公設民営 5 400 5 63 109 177 

私      立 70 5,527 353 1,952 2,944 5,249 

 認定こども園 17 1,294 60 379 681 1,120 

 認定こども園以外 53 4,233 293 1,573 2,263 4,129 

計 86 6,847 414 2,364 3,390 6,168 

 

（３）地域子育て支援拠点事業 

   育児相談・育児講座や交流事業・地域活動事業 

・センター  １ヵ所 （あいあい） 

・サテライト ８ヵ所 （おもちゃの広場・美保関子育て支援センター・たまゆつどいの広場・宍道子育て支援セン 

ター・東出雲子育て支援センター・鹿島子育て支援センター・やくも子育て支援センター・ 

松江赤十字乳児院） 

 

（４）ファミリーサポート事業 

   「子育ての手伝いがしたい人」「子育ての手助けをしてほしい人」が会員となって、０歳～小学校６年生までの育

児の相互援助を有償で行う。   

・まつえファミリーサポートセンター 

 

（５）訪問型子育てサポート事業 

   妊娠中や就学前までの子育てをしている家庭に、市が認定したホームサポーターを有償で派遣し育児や家事等
の支援を行う。 

   ・委託事業所  ３ヵ所（松江市シルバー人材センター、ケアサービス松江、まごころサービス松江センター） 

 

（６）子ども医療費助成                                           （令和５年４月１日現在） 

対 象 

０歳～小学６年生 

中学1年生～中学3年生 

高校1年生～20歳未満（一定の要件を満たす人） 

自 己 負 担 額 

０歳～小学６年生：０円（県の制度に松江市単独で上乗せして子どもの医療費を助成） 

中学1年生～中学3年生：入院費のみ０円 

高校１年生～20歳未満：入院費のみ上限2,000円 

   ２．児童福祉                （こども政策課・子育て給付課・こども家庭支援課） 
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（７）児童手当                                                 （令和５年４月１日現在） 

対 象 中学校を卒業するまでの子どもを養育している人 

手 当 の 月 額 

３歳未満           一律15,000円 

３歳以上小学校修了前      10,000円（第３子以降※は15,000円） 

中学生            一律10,000円 

○児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000

円を支給。所得上限限度額以上の場合は、支給なし。 

※「第３子以降」とは、高校卒業まで（18歳の誕生日後の最初の３月31日まで）の養育している児童のうち、３番目以降をいう。 

支 払 時 期 ６月、10月、２月  
 

（８）子ども家庭総合支援拠点 

児童虐待の通告先として児童の安全確保と支援を行うとともに、子どもと家庭に関する様々な相談を受け付ける。 

 

（９）児童福祉施設 

母子生活支援施設 母子家庭の母と子をともに保護し、自立を支援する施設 定員は施設によって異なる 

助産施設 経済的理由により入院助産をうけることができない場合に
利用できる施設 

松江市助産院（松江市立病院

内）定員：２人 

 

 

 

 
 

（１）児童扶養手当                                             （令和５年４月１日現在） 

対 象 
父母の離婚などにより、18歳に達する日以降の最初の３月31日までの間にある児童を養育している

人で、前年中の所得が一定額未満の人。 

手当の月額 

①児童１人＝全部支給44,130円、一部支給44,130～10,410円 ②児童２人＝全部支給54,560円、

一部支給54,540～15,620円 ③児童３人＝全部支給60,810円、一部支給60,780～18,750円 

※児童が４人以上のときは、１人増えるごとに全部支給6,250円、一部支給6,240～3,130円加算 

支 払 時 期 5月、7月、9月、11月、1月、3月 

 
 

受給資格者数                                                （令和５年３月31日現在） 

年度 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 

人数 1,930 1,959 1,947 1,920 1,900 1,875 1,831 1,746 1,694 1,636 1,549 1,507 

 
 

 

（２）ひとり親家庭等高校通学費助成 

支 給 対 象 

高等学校等（※）の第1学年から第3学年までの学年に在籍し、かつ、20歳に達する日以後の最初の

3月31日までにある者を養育している方。（※全日制、定時制の高等学校、並びに盲学校・ろう学校

及び養護学校の高等部、高等専門学校、高等専修学校、職業訓練校のこと）（通信制・海外留学を

除く） 

助成額（月額） 

・公共交通機関利用者（バス・電車等）  

定期券購入額の2分の１。上限10,000円。 

・自宅からの通学が困難であるため、寄宿舎や下宿から通学している場合。 

３．ひとり親の福祉                                   （子育て給付課） 
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寮費の2分の1。上限20,000円。  

・交通用具利用者（自転車・バイク）  

購入額の２分の１。上限20,000円。 

修理額の2分の１。上限5,000円。 
 
 

 

（３）高等職業訓練促進給付金事業 
 

対象資格 看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、調理師等 
 
 

○高等職業訓練促進給付金 

支給対象期間 ・修業期間の全期間（上限48月） 

支    給    額 

・月額100,000円または70,500円（市町村民税の課税の状況による） 

・国家試験対策や実習に伴う就労収入の減を補うため、修業期間最後の1年間については月額

40,000円増額 
 

 

○高等職業訓練修了支援給付金 

支   給   額 50,000円または25,000円（市町村民税の課税の状況による） 
 

 

（４）自立支援教育訓練給付金事業 

対 象 講 座 
雇用保険法による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付

金の指定講座 

支 給 額 

教育訓練施設に対して支払われた入学料（登録料）、受講料でその施設の長が証明するもの 

① 雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けるこ

とができない方 

→対象講座の受講料の6割相当額（上限20万円、支給額が12千円未満の場合は対象外） 

② 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方 

→対象講座の受講料の６割相当額（上限40万円×修学年数(この場合、160万円を超える

場合は上限160万円、支給額が12千円未満の場合は対象外） 

③ 雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践

教育訓練給付金の支給を受けることができる方 

→①あるいは②に定める額から雇用保険法の規定により支給された各種給付金の額を差し

引いた額 
 

 

（５）母子父子寡婦福祉資金の貸付 

資 金 の 内 容 
・子どもが修学する際に必要な資金  ・就職するために必要な技能を習得するために必要な資金 

・療養中の生活維持のための資金  等 

貸 付 の 対 象 
・母子家庭の母、父子家庭の父が扶養する児童  ・父母のいない児童 

・寡婦が扶養する子  ・母子家庭の母又は父子家庭の父  ・寡婦  等 
 

 

（６）ひとり親家庭等の相談 

母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭等の相談に応じ、自立に向けた指導や助言を行う。 
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（７）その他 

① 公営住宅入居や保育所・児童クラブ入所の特別配慮 

② 母子生活支援施設への入所（18歳に達する日以後の最初の３月31日までの児童のいる母子世帯） 

③ 福祉医療（ひとり親）医療費助成 
 
 
 
 

事業名 事  業  内  容 

各種手帳発行 
母子健康手帳(親子健康手帳)、赤ちゃん手帳、妊婦・産婦・乳児一般健康診査受診票、、予防接種手

帳 

健康診査 

・妊婦健康診査（個別健診）   ・産婦健康診査（個別健診） 

・１か月児健診（個別健診）    ・４か月児健診（集団健診） 

・10か月児健診（個別健診）   ・１歳６か月児健診（集団健診） 

・３歳児健診（集団健診）     ・５歳児健診（２段階の健診：アンケート、診察・相談） 

健康相談 
・妊婦相談      ・乳幼児健康相談    ・発達健康相談 

・子育てお悩み相談、おっぱい相談    ・オンライン相談 

健康教育 
プレパパ・プレママ教室、助産師さんとのお話し会、、 

離乳食と歯の教室、地域の食育講座 等 

情報発信 
Facebook、twitter、応援サイト「ママフレ」、母子手帳アプリ「母子モだんだん」、まつえの子育て AI コン

シェルジュ 

訪問指導 妊婦訪問、生後４か月までの乳児全数訪問、産婦訪問、養育支援訪問 

その他支援 

・多胎児養育家庭サポート事業   ・産後ケア事業（通所型・訪問型・宿泊型） 

・医療的ケア児支援          ・フッ化物塗布事業   ・ブックスタート事業   

 ・赤ちゃんからはじめる性教育        ・ふたごちゃん♪みつごちゃんのつどい 

医療制度 

○未熟児養育医療費助成 

○小児慢性特定疾病医療費助成 

○子ども医療費助成 

○不妊治療費助成 (一般不妊治療、生殖補助医療) 

○新生児聴覚検査費助成事業 

○風しん予防接種費用助成事業 

 

   ４．母性・乳幼児保健対策事業  （こども政策課・子育て給付課・こども家庭支援課・健康推進課） 


